
地方青少年問題協議会法

(昭和二十八年七月二十五日法律第八十三号)

最終改正,平成――卓七月一六日法常第一〇二号

(設置)

第一条 都 道府県及びす(特別区を含む。以下同じ。)町村に、atl電機関として、それぞれ都道府

県青少年間8協 議会及び市町村■少年問題協機会(特別区にあつては、特別区予少年問題

協議会。以下同じ。)(以下「地方十少年問題協臓会」と絡TTする。)を置くことができる。

(所書事務)

第二条 地 方古少年間磨也職会は、当議地方公共団体における次の各号に掲げる手務をつか

さどる。
― 青 少年の'=導 青成、保確及or矯正に関する籍合的施策の納立につき必要なI要 草項を

調査書確すること。

二 千 少年の指導、百茂 保崚及び揺正に期する総合的施策の適切な実施を期するために必

要な爾保行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 地 方子少年問題協議全は、前項に規定する事項に関し、当酸地方公共団体の長及びそのEE

域内にあるBH係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第二条 地 方青少年問題協漁会は、会長及び委員肴千人で組幾する。

2 会 長は 当骸地方公共団体の長をもつて売てる。

3 毒 員は 地方公共団体の聡会の議員 関係行取機関の聴員及び学既経験ntある者(都道府

県青少年開題協聾会にあつては 家庭裁判所の駐員を合む。)のうちから、当酸地方公共団体

の長力tt命 する。

(相互の連絡)

第四資 地 方千少年問題協障会は、相互に緊密な連絡をとらなければならないも

(経費)

第五終 日 は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府泉及び市青少年問題協践会を置く地方

白おま 〈昭和二十二年法4第 六十七号)第二遺垣u=喜 越埜とと騒二項 の指定都市に対し

予算の範囲内において 当核都道府県青少年間RE協議会及び市青少年問題協強会のSE営に

要する経費の一部を捕助することができる。

(条例への委仁〉

第大会 この法律に定めるものを除(ほか 地方十少年間遷協議会に日し必要な事項は、条例

で定める。

FH則 抄

ヽ



1 こ の法律は、公行の日から施行する。

附 則 (昭和三二年六月一日法律算―五A号 )抄

(施行期日)

Ⅲ こ の法岳は 昭和三十二年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年四月一六日法律算七七号)抄

(施行朝日)

1 こ の法律は、公行の日から施行する。

rt月 J(昭 和四一年二月二―ヨ法律第一六号)抄

(nt行期日)

1 こ の法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則 〈昭和四三年六月一五日法律第九九号)抄

(施行期日)

1 こ の法倍は 公布の日から施行する。

附 則 〔昭和五八年一二月二日法律第八〇号)抄

(施行期日)

 ヽこ の法倍は 総務庁設置法(B4和五十八年法18算七十九号)の施行の日から施行する。

附 「l(平 成―一年七月一六日法律第一〇二号)抄

(航行期日)

第―策 この法律は、内閣法の一部を改正する法lH(平成十一年法籍草八十八号)の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は 当該各号に定める日から施行する。

二 附 則第十宍覚―項及び第二項、第十四条第二夏 斉二十三条、第二十八条並どに第二

十条の規定 公行の日

(職Rの 身分引経‐~)

算三彙 この法律の施行の除現に従前の総碧席、法務省、外務省 大蔵省 文部を、厚生省、

農ネ水建を、通南産業省 運輸省、郵岐省、労働省 建設省又は白お省(以下この条において

「従前の府をJという。)の職R(国 家行政組織法(昭和二十三年法律野百二十号)第八桑の審

議会事の会長又!ま委員長及び委員、中央防装会機の委員 日本工集標準調査会の会長及び

委員並びに これらに類する者として破令で定めるものを除く。)である者は、,1に辞令を発せら

れない限り 陶―の勤務条件をもって、この法作の施行後の内閣府 総務省 法務省、外務



■

を、財務省、文部科学者、厚生労働を、農林水虐省、揺済産業を、国主交通省若しくは環境“

(以下この条において「新府をJという。)又はこれに置かれる3F局若しくは機関のうち、この法や

の海行のほ現に当該磯員が口する従前の府省スはこれにtBかれる部局若しくは機関の相当

の新府省又はこれに置かれる部局肴しくは横閲として政令で定めるものの相当の職Rとなるも

のとする。

(別に定める饉過措置,

欝三十案 窮 二察から前☆までに規定するもののほか、この法やの購行に常い必要となる経過

措置は、別に法体で定める。


